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研究成果の概要（和文）：学校の規則変更について、生徒指導主事に対してアンケート調査を行なったが、規則
変更のそれ以前に校内のチーム化が進まないことをつかむことができた。その理由についても再度調査を行っ
た。チーム化に向けたポイントを簡潔に示すと以下の三つであった。授業も担任も持たないコーディネーターの
配置、多職種と連携することを入職前から知っておくこと、複雑ではなく単純な連携の仕組みが必要であること
である。今後は、具体的な施策に関与できるよう引き続き研究していきたい。

研究成果の概要（英文）：I conducted a survey of student guidance directors regarding changes in 
school rules, but before that, I was able to grasp the lack of teaming in the school. The reasons 
for this were also investigated again. The following three points were briefly identified for 
teaming : the assignment of coordinators who have neither classes nor homeroom teachers, the need to
 know before entering a position that they will be working with multiple professions, and the need 
for a simple, rather than complex, mechanism for collaboration. In the future, I would like to 
continue our research so that I can be involved in specific measures.
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研究成果の学術的意義や社会的意義
校則の変更が自律的な形ではなかなか進まないことを明らかにすることができた。それとともに、各校において
チーム化もままならない状況であることも把握することができた。これらについては、京都教育大学紀要に2つ
の論文として著している。
また、上記は紀要なので一般に流通しにくいこともあって、現在、ミネルヴァ書房より、共著で『教員をエンパ
ワメントする多職種・多機関連携（仮）』にまとめ、2024年中には刊行する予定である。刊行によってより多く
の方に研究成果が伝えられると考えている。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 
 
 
１．研究開始当初の背景 
本研究で対象とした校則について、平成 22 年版の『生徒指導提要』では「第 7 章 生徒指導

に関する法制度等 第１節の校則」に「校則について定める法令の規定は特にありませんが、判
例では、学校が教育目的を達成するために必要かつ合理的範囲内において校則を制定し、児童生
徒の行動などに一定の制限を課することができ、校則を制定する権限は、学校運営の責任者であ
る校長にあるとされています」、さらに「社会通念上合理的と認められる範囲で、校長は校則な
どにより児童生徒を規律する包括的な権能をもつと解されています」と記されている。 
「校則」に注目が集まるようになったのは、大阪府立高校の元女子生徒が、平成 29（2017）年

に学校で茶髪を黒く染めるよう繰り返し指導された事案によるところが大きい。元女子生徒は、
頭髪指導の中で精神的苦痛を受けたことを理由に、大阪府を相手取って慰謝料などを求めてい
た。これに対して令和 3（2021）年 2 月 16 日、大阪地方裁判所で判決が下された。大阪地裁の
判決は、教室に席を置かないなどの指導については違法性を認め、府に賠償を命じたが、指導の
染色や脱色を禁じる校則や教員による頭髪指導については適法とし、高校段階の校則について
幅広く学校の裁量を認める過去の司法判断を踏襲した。 
判決自体は、平成 22 年版の『生徒指導提要』の考え方と齟齬はなく、「校則等が学校教育に係

る正当な目的のために定められたものであって、その内容が社会通念に照らして合理的なもの
である場合には、裁量の範囲内のものとして違法とはいえないと解するのが相当である」とする
判決内容も、これまでの判例を踏襲したものであったが、原告はその後控訴し、大阪高等裁判所
が学校の頭髪指導に違法性はなしとしたため（令和 3 年 10 月 28 日控訴棄却）、校則や指導のあ
り方を不服とした原告は、最高裁に上告（同年 11 月 11 日）している。 
頭髪の黒染めのような厳しい校則は、「ブラック校則」と呼ばれ、高等学校段階の校則のみな

らず、小中学校のそれも含めて一般社会からの関心は高い。 
 
 
２．研究の目的 
本研究では校則の変更を検討課題に据えつつ、そこから見える生徒指導の抱える今日的課題

について明らかにしていく。 
 
３．研究の方法 
研究方法としては、関西圏都市部にある公立小中学校および特別支援学校の生徒指導主事を

対象（小中一貫校等含む）に、自由記述を含むアンケート調査を行い（2021 年 11 月〜12 月お
よび 2022 年 6 月に実施）、それらをもとに校則の変化や生徒指導主事の抱える課題、校則の変
更が進まない理由について検討した。なお、本研究は小中学校等の義務教育段階の校則を対象と
したものである。 
 
４．研究成果 
 調査の結果、校則はマイナーチェンジであることがわかった。調査時点において、生徒指導主
事は校則や決まりは子どもの安心・安全に必要なものであると考え、それに貢献している自負が
あることが把握できた。それゆえ、校則に対する社会からの厳しい視線が厳しくなり、外圧が増
すことによって指導がしにくくなっていることに苛立っていることもわかった。これまで通り
学校が生徒指導主事を中心に、旧来のやり方を維持しながら指導すれば、子どもや保護者と教師
や学校の間に溝を生じることになり、その一方で指導から撤収しようとすれば今度は子どもの
安心・安全が保障できなくなる。こうした狭間で、生徒指導主事は戸惑いながらも、少なくとも
調査時点ではマイナーチェンジにとどまっていた。靴下の色の範囲を広げたりワンポイントを
認めたりと言った変更で、緩やかな動きといえ、大きな変革には至っていなかった。 
その根本原因は、職員室を構成する教職員の価値観のばらつきと、そのばらつきを埋められな

いことにあった。年配教員を中心に校則の見直しや変更に抵抗を感じる教員が多くいることが、
複数の生徒指導主事によって指摘されており、そのことが校則変更のネックになっていた。教職
員間の価値観のばらつきの大きさを前にして、具体的にどう動いてよいのかが見えず、大きな改
訂には至っていなかったのである。 
このままマイナーチェンジが続けば、ますます多くの子どもが学校から離れてしまい、学校を

回避しようかどうか迷う子どものスピードに追いつかず、その点が最も危惧される。さらに気に
なるのは、学校の選択が一定程度可能な高等学校よりも、選択の余地が極めて少ない小中学校段
階の方がより深刻だと思われる。 
アンケートの回答には「教育委員会なり、市なりが（校則の方向性を：注筆者）一定程度示し

て欲しい」という声もあったが、今後『生徒指導提要』が改訂されたことによって、教育委員会
の姿勢も大幅に変わっていくことが期待できよう。このままマイナーチェンジにとどまる緩慢
な変化が続けば、学校と距離をとろうかどうしようかと迷っている子どもが脇に置かれたまま
となり、学校から退却する子どもの速度に追いつけないのではないか。 



  
以上の調査を受けて、その原因についても把握する必要があると考え、再度アンケート調査を

実施したところ、校則の変更が進まない背景には、教員が過多とも言える生徒指導業務を抱えて
いることが確認された。 
調査結果から、他の職種との連携を進めるには「多職種連携のシステムづくり」が不十分であ

るということ、そしてその構築をすべきだという全体像が浮かび上がった。このシステムを作る
にあたっては、旧態依然とした業務を強いられている教員側からのボトムアップでの形は残念
ながら難しい。境界を意識しない働き方をしてしまう教員と専門性や働き方が異なる多職種の
専門職スタッフを同時にマネジメントしていこうとすれば、行政や管理職のトップダウンによ
る強いリーダーシップが必要とされるからである。 
アンケートの記述にも「教育委員会や管理職が推進するリーダーシップがあれば、すぐに連携

することができると思います」との記載があったが、行政や管理職は連携のボトルネックになっ
ている場合ではない。学校を魅力的な職場にするためにも、チーム学校を机上の空論に終わらせ
てはいけない。チーム学校の新たな段階は、多職種連携の統合的なシステムづくりにかかってお
り、多職種連携を進めるには、行政や管理職が牽引して「多職種連携のシステムづくり」を急ぐ
ことが求められる。そのための具体策として、（仮称）生徒指導コーディネーターの配置が必要
であること、多職種と連携することを教員になる者が入職前に知っておくこと、複雑ではなく単
純な仕組みをつくることが重要であることを結論として示した。 
このまま無防備に教員の仕事の範囲が広がれば、学校や教員がエンパワメントされることも

なければ、教員が脱専門職化してしまうのではないか。まさに、教職の危機である。 
引き続き、具体的な連携の方策について施策に関与できるよう研究を進めたい。 
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